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夏休み中の子どもの安全対策は万全ですか？

誘拐防止寸劇の様子
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神奈川あいさつ一新運動
地域の安全・安心はあいさつから

夏休みになると、子どもたちの行動範囲が広がり、
開放感から事故や事件に巻き込まれることがありま
す。楽しい夏休みとなるよう、家庭でも防犯教育をしっ
かりと行いましょう。

★ご家庭でのチェックリスト
□外出時、行き先や帰宅時間を確認していますか。

□一人で遊ばないよう教えていますか。

□普段から、知らない人についていかないこと、知っている
人の場合でも「家の人に聞いてから」と答えるよう教えて
いますか。

□危険を感じたら、大声で叫ぶこと、すぐに逃げることを教
えていますか。

□夜間、塾や習い事等から、一人帰りをさせないようにして
いますか。

□留守番時に、子どもだけでいることを伝えないよう教えて
いますか。

□インターネット等で知り合った人に、無断で会わないよう
教えていますか

○実施日時･･･平成21年8月7日（金）　9:45～15:00

○実施会場･･･新都市プラザ（横浜駅東口地下　横浜そごう前）

○実施内容･･･①『メインステージ』：防犯寸劇実施（誘拐防止・オレオレ詐欺・
悪質商法）
※大道芸や手品のパフォーマンス、「あいさつ大声コンテ

スト」も実施します。
②『子ども防犯コーナー』：「子ども防犯クイズ」実施

③『一般防犯コーナー』：防犯ビデオ（空き巣対策など）上映、 
パネル・防犯物品展示

☆詳細については、県安全・安心まちづくり推進課（TEL045（210）3520）まで
お問い合わせください。

『夏休み子ども安全キャンペーン』を実施します!!
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犯罪被害者の方々への支援について
犯罪被害者支援ボランティア養成講座のご案内（かながわコミュニティカレッジ）

犯罪被害者の方々の置かれた状況や心情を理解し、支援に必要な法的基礎知識、相談
の対処法等を学びます。講座を修了された方は、NPO法人神奈川被害者支援センターで
のボランティア活動への道も開かれています。

講義期間　10月～ 12月（金曜日10時～ 16時）　定員35名　

受講料　14,000円（予定） 

☆お問い合わせ先　県NPO協働推進課　045（312）1121（内線 4150 ～ 4152）

かながわ犯罪被害者サポートステーションのご案内
県・警察・民間支援団体（NPO法人神奈川被害者支援センター）が一体となって、

犯罪被害者の方々を支援します。
■電話相談・面接相談　月～土（日・祝・年末年始を除く）　9時～17時　　
※面接相談は予約制
■相談専用電話045（311）4727
■所在地　横浜市神奈川区鶴屋町2－24－2　かながわ県民センター14階
☆お問い合わせ先　045（312）1121（内線 3431･3432）

－元気なあいさつで明るい地域社会をつくろう－
県では、教育や防犯の観

点から「あいさつ」「声かけ」
運動を進めています。

犯罪者は人目を気にし、
あいさつや声をかけられる
のを嫌いますので、あいさ
つは犯罪を防ぐ大きな力に
なります。日ごろからあいさつを皆で行い、安全で安
心な地域社会をつくりましょう。

あいさつは　その町守る　防犯ネット

「あんあんネットメール（メールマガジン）」
読者募集

県からのお知らせや、各地域の防犯
ボランティア情報等を毎月配信していま
す。購読希望の方は、神奈川あんぜんあ
んしんネットワークのHP（http//www.
pref.kanagawa.jp/osirase/anzenansin/koryu/
anzenkouryu.html）を開き、右下にあるあんあんネッ
トメール（メールマガジン）をクリックして、配信登録をし
てください。最新号から配信が開始されます。

安全・安心まちづくりカレンダー
これからの県の行事予定

8月7日（金）
夏休み子ども安全キャンペーン

9月2日（水）・3日（木）
リーダー養成講座（基本コース）

【かながわ県民センター】

9月9日（水）・10日（木）
リーダー養成講座（応用コース）

【かながわ県民センター・戸塚県税事務所庁舎】

10月10日（土）
安全・安心まちづくり旬間出陣式

10月11日（日）〜20日（火）
安全・安心まちづくり旬間

10月17日（土）・18（日）
かながわ防犯フェスティバル

【クイーンズスクエア横浜内クイーンズサークル】
☆詳細については、県安全・安心まちづくり推進課
（TEＬ045（210）3520）までお問い合わせください。



県内ひったくり激増中!!　ご注意ください

神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進協議会総会を開催しました。

※割合の％は小数点第二位で四捨五入して
あります。

緊急対策実施中！

車道と反対側にカバン
を持って、後方から来る
バイクに気をつけましょう。

自転車のカゴには『防犯
ネット』を付けましょう。

歩きながらの携帯メー
ルやヘッドホンは、近寄
るバイクなどの音が聞こ
えず、危険です。

暗い道は周りが良く見
えなくて危険です。
明るく人通りの多い道

を選びましょう。

被害品（バック等）の所持状況

6月末までで
昨年の約1.8倍

発生!!

『ひったくり』は、「防げる犯罪」です！
被害に遭った方のほとんどは、自分が被害に遭うとは思っておらず、

自主防犯対策をとっていなかったと答えています。

　ひったくり対策のポイント　

（平成21年6月1日（月）　「かながわ県民センター・ホール」にて）

県民、地域、事業者、行政機関等が協働して安全・安心まちづくりを目指
した県民総ぐるみの運動を展開する推進母体である「神奈川県安全・安心まち
づくり推進協議会」の平成21年度総会を開催しました。

議事では、平成20年度事業報告、
規約の改正、平成21年度かながわ
犯罪のない安全・安心まちづくり

行動計画を審議、承認しました。今年度より、「神奈川県被害者支援連絡
協議会」が構成団体に加わりました。

また、総会終了後、横浜駅西口警備派出所付近で、推進協議会会員により、
犯罪被害者等支援の普及・啓発を兼ねた防犯キャンペーンを行いました。

防犯キャンペーンの様子
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× ××

ひったくり　被害抑止
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地域安全マップ講座 皆さんの地域で開催しませんか！

原区は、岬陽町・栄町・城山町・原町・六合
の５つの町からなる三浦市南部の地域です。こ
の地域で防犯活動を行っている原区防犯パトロー
ル隊の青沼代表にお話を伺いました。
“地域の安全は地域で”これが防犯パトロールを始め

たきっかけ。スケジュールにしたがって各班がパトロー
ルを実施し、その報告書を見ることで活動の様子がわ
かる仕組みになっています。「長く続けていきたい！」
そのためには、欲張ったり、あまり無理をしないこと
も大切であると話していました。

防犯パトロールを始めた翌年に、子ども見守り活動
を開始しました。活動時には、交差点等での交通安全

にも努めていま
す。「協力的で、
やりがいを感じ
て活動している
隊員に感謝して
いる」「子ども見
守り活動を充実

させていきたい」と語っていました。
これらの活動を続けていることで、多くの人に知れ

わたり、地域や児童とのコミュニケーションが深まっ
たそうです。例えば、パトロールの時以外の挨拶や面
識のなかった方との挨拶などが増えてきたようです。
また、パトロールをしている時、家の窓を開けて「ご
苦労さん」と声をかけてもらうこともあり、励みにな
ると話していました。

ある日の小学校集団下校時での会話が微笑ましく、
興味深い。「列が乱れてるぞ～」と全体に声をかけるの
は児童の班長さん。「おじさ～ん」と親しみを込めて児
童が話しかけ、反対に「もうすぐおうちだね」「○○さ
ん家の孫、さようなら」と青沼さん。児童との信頼関
係と地域とのつながりを強く感じる光景でした。

地域の安全のために	
長く続けたい！

☆お問い合わせ先　
　県安全・安心まちづくり推進課
　防犯対策推進班　
　電話045(210) 3520

｢地域安全マップ」とは
犯罪が起こりやすい場所を自分自身で発見して作製し

た地図です。
地図をつくることで、子どもの危険回避能力がアップし

ます。皆さんも地域を歩いて ｢地域安全マップ」を作りま
せんか。

★昨年はこのようなお問い合わせがありました。
○県はどんな事をしてくれるのですか？

くらし安全指導員が講座の進行、講習(大人向け・
児童向け)、フィールドワークへの付き添い、マッ
プづくり指導まで行います。
また必要な物品(デジカメ、プリンターなど）も、す
べて県が貸し出します。

○どんな準備が必要でしょうか？
・会場の提供(マップ作成のための部屋)
・参加者の確保（20 ～ 30名程度）

代表の青沼勲さん


